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殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生

（
最
高
裁
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
第
一
小
法
廷
決
定
。平
成
一
五
年
あ
第
一
六
二
五
号
、殺
人
、

詐
欺
被
告
事
件
。刑
集
五
八
巻
三
号
一
八
七
頁
、判
時
一
八
五
六
号
一
五
八
頁
、判
タ
一一四
八
号
一八
五
頁
）

奥

村　

正

雄

【
事
実
の
概
要
】

　

被
告
人
Ｘ
は
、
夫
Ａ
を
事
故
死
に
見
せ
か
け
て
殺
害
し
生
命
保
険
金
を
詐
取
し
よ
う
と
考
え
、
被
告
人
Ｙ
に
殺
害
の
実
行
を
依
頼
し
た
。

報
酬
欲
し
さ
か
ら
こ
れ
を
引
き
受
け
た
Ｙ
は
、
同
様
に
報
酬
目
当
て
の
実
行
犯
と
し
て
仲
間
Ｐ
、
Ｑ
、
Ｒ
の
三
名
を
加
え
た
。
な
お
、
Ｘ
は
、

殺
人
の
実
行
方
法
に
つ
い
て
は
Ｙ
ら
に
委
ね
て
い
た
。

　

Ｙ
は
、
実
行
犯
三
名
の
自
動
車
を
Ａ
の
運
転
す
る
自
動
車
に
衝
突
さ
せ
、
示
談
交
渉
を
装
い
Ａ
を
犯
人
の
車
に
誘
い
込
み
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル

ム
を
使
い
失
神
さ
せ
た
上
、
Ａ
の
車
ご
と
崖
か
ら
川
に
転
落
さ
せ
溺
死
さ
せ
る
と
い
う
計
画
を
立
て
、
実
行
犯
三
名
に
こ
れ
を
指
示
し
た
。

実
行
犯
三
名
は
、
こ
の
計
画
を
実
行
し
、
某
市
内
の
路
上
に
お
い
て
、
計
画
ど
お
り
、
犯
人
使
用
車
を
Ａ
の
車
に
追
突
さ
せ
た
上
、
示
談
交

　
（
二
九
五
五
）
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渉
を
装
い
Ａ
を
犯
人
使
用
車
に
誘
い
込
み
、
多
量
の
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
染
み
込
ま
せ
た
タ
オ
ル
で
Ａ
の
鼻
口
部
に
押
し
当
て
る
な
ど
し
て
Ａ

を
昏
倒
さ
せ
た
（
第
一
行
為
）。
そ
の
後
、実
行
犯
三
名
は
、Ａ
を
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
港
ま
で
運
ん
だ
が
、Ｙ
を
呼
び
寄
せ
た
上
で
、

Ａ
を
海
中
に
転
落
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
合
流
し
た
Ｙ
と
実
行
犯
三
名
は
、
ぐ
っ
た
り
し
て
動
か
な
く
な
っ
て
い
る
Ａ
を
Ａ
の
車

の
運
転
席
に
運
び
入
れ
、
同
車
を
岸
壁
か
ら
海
中
に
転
落
さ
せ
沈
め
、
Ａ
を
死
亡
さ
せ
た
（
第
二
行
為
）。

　

な
お
、
Ａ
の
死
因
は
、
溺
水
に
よ
る
窒
息
か
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
摂
取
に
よ
る
呼
吸
停
止
、
心
停
止
、
窒
息
、
シ
ョ
ッ
ク
、
肺
機
能
不
全
な

の
か
が
特
定
で
き
ず
、
Ａ
は
海
中
転
落
前
に
第
一
行
為
に
よ
り
死
亡
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

以
上
の
事
実
に
対
し
、
被
告
人
五
名
は
、
殺
人
罪
、
詐
欺
罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
一
審
（
仙
台
地
裁
平
成
一
四
年
五
月
二
九
日
）
は
、
被
告

人
ら
は
Ａ
を
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
摂
取
に
基
づ
く
呼
吸
停
止
、
心
停
止
、
窒
息
、
シ
ョ
ッ
ク
若
し
く
は
肺
機
能
不
全
又
は
溺
水
に
基
づ
く
窒
息

に
よ
り
死
亡
さ
せ
て
殺
害
し
た
」
と
判
示
し
、
殺
人
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
、
さ
ら
に
Ｘ
が
他
の
者
と
共
謀
し
て
死
亡
保
険
金
約
一
億
三
、

〇
〇
〇
万
円
を
詐
取
し
た
点
に
つ
い
て
詐
欺
罪
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
、
主
犯
格
の
Ｘ
と
Ｙ
に
は
無
期
懲
役
、
実
行
犯
の
P
、
Q
、
R

に
は
情
状
等
を
酌
量
し
て
そ
れ
ぞ
れ
懲
役
二
〇
年
、
一
八
年
、
一
三
年
を
言
い
渡
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
Ｘ
、
Ｙ
と
実
行
犯
の
う
ち
二
名
が
控
訴
し
た
。
Ｘ
は
、
被
害
者
の
死
因
は
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
に
基
づ
く
呼
吸
停

止
ま
た
は
心
停
止
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ
、
実
行
犯
が
被
害
者
に
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
嗅
が
せ
た
の
は
被
害
者
を
気
絶
さ
せ
る
た
め
で

あ
り
、
殺
人
の
故
意
は
な
い
か
ら
、
傷
害
致
死
罪
が
成
立
す
る
に
と
ど
ま
り
、
実
行
行
為
者
が
傷
害
致
死
罪
に
と
ど
ま
る
以
上
、
実
行
行
為

を
行
っ
て
い
な
い
Ｘ
に
殺
人
罪
は
成
立
す
る
こ
と
は
な
く
、
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
決
は
誤
っ
て
い
る
と
し
て
、
事
実
誤
認
と
量
刑

不
当
を
主
張
し
た
。

　

Ｙ
の
控
訴
趣
意
は
、
殺
人
の
故
意
が
な
い
ほ
か
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
嗅
が
せ
る
行
為
は
殺
人
の
実
行
行
為
と
い
え
な
い
か
ら
殺
人
罪
に
該

当
せ
ず
、
一
方
で
海
中
に
転
落
さ
せ
た
時
点
で
は
被
害
者
は
死
亡
し
て
い
た
か
ら
、
殺
人
の
不
能
犯
と
な
り
、
仮
に
殺
人
の
実
行
行
為
が
認

　
（
二
九
五
六
）
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め
ら
れ
て
も
、
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
事
実
誤
認
と
量
刑
不
当
を
主
張
し
た
。

　

ま
た
、
実
行
犯
の
う
ち
一
名
（
Ｐ
）
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
に
よ
る
Ａ
の
死
亡
は
故
意
が
な
く
傷
害
致
死
罪
が
成
立
す
る
こ
と
、
海
中
に
転

落
さ
せ
た
行
為
は
殺
人
の
意
思
で
死
体
遺
棄
罪
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
も
の
で
故
意
が
認
め
ら
れ
ず
不
可
罰
で
あ
る
点
で
事
実
誤
認
が

あ
る
こ
と
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
行
為
と
海
中
転
落
行
為
の
二
つ
の
行
為
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
と
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
こ
れ
を
一
体
の
行
為
と
み
て
殺
人
既
遂
罪
を
認
め
た
原
判
決
に
は

一
九
九
条
の
適
用
を
誤
っ
た
法
令
適
用
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
、
懲
役
一
八
年
の
言
渡
し
は
量
刑
不
当
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、

も
う
一
名
（
Ｒ
）
も
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
行
為
時
に
は
殺
意
が
な
く
、
海
中
転
落
時
に
は
Ａ
が
死
亡
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
傷

害
罪
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
点
で
原
判
決
に
法
令
適
用
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
、
詐
欺
の
共
謀
は
な
い
の
に
共
同
正
犯
を
認
め
た
原
判
決
に

は
事
実
誤
認
が
あ
る
等
の
主
張
を
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
被
告
人
ら
は
、
一
審
の
認
め
た
殺
人
罪
に
つ
き
、
殺
意
が
な
く
傷
害
致
死
罪
が
成

立
す
る
に
す
ぎ
な
い
等
と
主
張
し
た
。

　

二
審
（
仙
台
高
判
平
成
一
五
年
七
月
八
日（

1
））

は
、
Ｘ
、
Ｙ
お
よ
び
Ｐ
の
控
訴
を
棄
却
し
、
Ｒ
の
詐
欺
に
つ
き
幇
助
に
留
ま
る
と
し
て
一
部

破
棄
自
判
し
、
Ｒ
に
懲
役
八
年
を
言
渡
し
た
。
殺
人
罪
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
二
審
は
、
い
ず
れ
の
主
張
も
退
け
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　

Ｙ
お
よ
び
実
行
犯
ら
に
「
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
が
死
亡
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
こ
ろ
、
殺
害
の
意
図
を

有
し
た
上
記
被
告
人
ら
四
名
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
自
体
に
よ
っ
て
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
る
と
い
う
認
識
は
な
く
、
そ
れ

に
よ
っ
て
死
亡
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
も
な
か
っ
た
」
が
、「
被
告
人
ら
三
名
と
し
て
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
は
、

上
記
の
被
害
者
を
拉
致
し
自
動
車
で
転
落
さ
せ
る
場
所
ま
で
運
ぶ
の
を
容
易
に
す
る
手
段
に
と
ど
ま
ら
ず
、
事
故
死
と
見
せ
か
け
て
溺
死
さ

せ
る
と
い
う
予
定
し
た
直
接
の
殺
害
行
為
を
容
易
に
し
、
か
つ
確
実
に
行
う
た
め
の
手
段
に
も
な
る
と
の
考
え
を
有
し
て
い
た
も
の
と
、
容

易
に
推
察
で
き
る
と
い
え
る
。」「
そ
う
す
る
と
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
は
、
単
に
、
被
害
者
を
拉
致
し
転
落
場
所
に
運
ぶ
た

　
（
二
九
五
七
）
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め
の
み
な
ら
ず
、
自
動
車
ご
と
海
中
に
転
落
さ
せ
る
と
い
う
予
定
し
た
直
接
の
殺
害
行
為
に
密
着
し
、
そ
の
成
否
を
左
右
す
る
重
要
な
意
味

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
三
名
の
予
定
し
た
殺
人
の
実
行
行
為
の
一
部
を
す
で
に
成
す
と
み
な
し
う
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。」「
被
告
人
ら
三
名
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
予
定
し
た
殺
害
行
為
に
密
着
し
、
そ
れ
に
と

っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
行
為
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
殺
人
の
実
行
行
為
性
の
認
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

り
、
被
告
人
ら
三
名
が
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
殺
人
の
実
行
行
為
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
、
そ
の
後
、
被
害
者
を
海
中
に
転
落
さ
せ
る
殺
害
行
為
に
及
ん
で
い
る
が
、
す
で
に
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
に
よ

り
死
亡
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
た
後
の
結
果
発
生
に
至
る
因
果
の
流
れ
に
対
す
る
錯
誤
の
問
題
に
す

ぎ
な
い
。」「
Ｙ
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
ら
三
名
と
同
様
、
…
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
の
殺
人
の
実
行
行
為
性
の
認
識
に
欠
け
る

と
こ
ろ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
共
謀
に
よ
る
殺
人
の
共
同
正
犯

が
認
定
で
き
る
。」。「
Ｘ
に
つ
い
て
は
、
…
…
実
行
行
為
者
ら
に
殺
人
罪
が
成
立
す
る
以
上
、
被
告
人
Ｘ
に
つ
い
て
も
殺
人
の
共
同
正
犯
が

成
立
す
る
。」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
と
Ｙ
が
上
告
し
、
実
行
犯
ら
は
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
に
よ
る
殺
害
可
能
性
を
認
識
し
て
い

な
い
か
ら
、
殺
人
の
故
意
が
な
く
、
傷
害
致
死
罪
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
等
と
原
審
以
来
の
主
張
を
繰
り
返
し
た
。

　

本
決
定
は
、
上
告
趣
意
は
い
ず
れ
も
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
、
量
刑
不
当
の
主
張
で
あ
っ
て
上
告
理
由
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、

上
告
を
棄
却
し
、
以
下
の
よ
う
に
、
判
示
し
た
。

【
決
定
要
旨
】

「
被
告
人
Ｙ
お
よ
び
実
行
犯
三
名
は
、
第
一
行
為
自
体
に
よ
っ
て
Ａ
が
死
亡
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
、
し
か

　
（
二
九
五
八
）



殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生

 

五
四
七

同
志
社
法
学　

五
九
巻
六
号

し
、
客
観
的
に
み
れ
ば
、
第
一
行
為
は
、
人
を
死
に
至
ら
し
め
る
危
険
性
の
相
当
高
い
行
為
で
あ
っ
た
。

　

上
記
一
の
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
実
行
犯
三
名
の
殺
害
計
画
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
て
Ａ
を
失
神
さ
せ
た
上
、
そ
の
失
神
状
態

を
利
用
し
て
、
Ａ
を
港
ま
で
運
び
自
動
車
ご
と
海
中
に
転
落
さ
せ
て
で
き
死
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
第
一
行
為
は
第
二
行
為
を
確

実
か
つ
容
易
に
行
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
こ
と
、
第
一
行
為
に
成
功
し
た
場
合
、
そ
れ
以
降
の
殺
害
計
画
を
遂

行
す
る
上
で
障
害
と
な
る
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
、
第
一
行
為
と
第
二
行
為
と
の
間
の
時
間
的
場

所
的
近
接
性
な
ど
に
照
ら
す
と
、
第
一
行
為
は
第
二
行
為
に
密
接
な
行
為
で
あ
り
、
実
行
犯
三
名
が
第
一
行
為
を
開
始
し
た
時
点
で
既
に
殺

人
に
至
る
客
観
的
な
危
険
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
。

　

ま
た
、
実
行
犯
三
名
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
て
Ａ
を
失
神
さ
せ
た
上
自
動
車
ご
と
海
中
に
転
落
さ
せ
る
と
い
う
一
連
の
殺
人
行

為
に
着
手
し
て
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
、
実
行
犯
三
名
の
認
識
と
異
な
り
、
第
二
行
為
の
前
の
時
点
で
Ａ
が
第
一

行
為
に
よ
り
死
亡
し
て
い
た
と
し
て
も
、
殺
人
の
故
意
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
実
行
犯
三
名
に
つ
い
て
は
殺
人
既
遂
の
共
同
正
犯
が
成

立
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

【
研　

究
】

Ⅰ　

問
題
の
所
在

　

本
件
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
の
吸
引
行
為
（
第
一
行
為
）
後
に
、
車
を
海
中
に
落
下
さ
せ
溺
死
さ
せ
る
行
為
（
第
二
行
為
）
に
よ
り
被
害
者

を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
が
、
死
因
が
第
一
行
為
と
第
二
行
為
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
か
特
定
で
き
ず
第
一
行
為
に
よ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と

　
（
二
九
五
九
）
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い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
故
意
既
遂
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
最
初
の
最
高
裁
判
例
と
し
て
重
要
で

あ
る
。
本
件
は
、
第
一
行
為
に
よ
り
結
果
が
発
生
し
た
が
、
行
為
者
が
第
一
行
為
に
つ
き
結
果
発
生
の
危
険
性
の
認
識
が
な
く
、
さ
ら
に
第

二
行
為
が
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
事
案
で
あ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
問
題
は
、
第
一
に
、
第
一
行
為
の
開
始
時
に
殺
人
罪
の
実
行
の
着

手
を
認
め
う
る
か
、
第
二
に
、
危
険
性
の
認
識
の
な
い
第
一
行
為
の
時
点
で
殺
人
の
故
意
を
肯
定
し
、
殺
人
既
遂
罪
を
認
め
う
る
か
に
あ
る
。

前
者
で
は
殺
人
の
「
準
備
行
為
」
が
殺
人
の
実
行
行
為
と
い
え
る
か
、
後
者
で
は
因
果
経
過
の
錯
誤
が
故
意
の
存
否
に
影
響
す
る
か
が
問
わ

れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
で
は
殺
人
既
遂
罪
の
成
否
が
問
わ
れ
て
お
り
、
実
行
の
着
手
時
期
は
本
来
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。

し
か
し
本
決
定
で
は
、
第
一
行
為
と
第
二
行
為
と
は
密
接
な
一
連
の
関
係
に
あ
り
、
第
一
行
為
の
開
始
時
に
結
果
惹
起
の
客
観
的
危
険
性
が

認
め
ら
れ
る
以
上
は
そ
の
後
の
因
果
経
過
の
錯
誤
は
故
意
の
成
立
を
妨
げ
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
行
の
着
手
時
期
が
前
提

問
題
と
な
る
。

Ⅱ　

実
行
の
着
手
時
期

　

実
行
の
着
手
時
期
の
判
断
に
つ
き
、
主
観
説
は
後
退
し
、
現
在
の
学
説
は
、
客
観
説
が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
部
で
、
構
成
要

件
実
現
へ
の
確
実
性
・
自
動
性
・
近
接
性
の
あ
る
直
前
行
為
が
開
始
時
と
解
す
る
（
修
正
）
形
式
的
客
観
説
、
構
成
要
件
的
結
果
の
現
実
的

危
険
を
惹
起
す
る
行
為
の
開
始
時
と
解
す
る
実
質
的
客
観
説
（
実
質
的
行
為
説
）、
行
為
者
の
犯
罪
計
画
全
体
か
ら
み
て
行
為
が
結
果
発
生

の
具
体
的
危
険
を
惹
起
し
た
時
と
解
す
る
折
衷
説
、
法
益
侵
害
の
具
体
的
危
険
の
発
生
時
と
解
す
る
結
果
説
等
が
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
さ

ら
に
主
観
面
も
判
断
資
料
に
加
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
客
観
説
内
部
で
、
否
定
説
と
肯
定
説
が
対
立
し
て
お
り
、
肯
定
説
は
行
為
意
思

の
み
を
考
慮
す
る
説
、
故
意
・
過
失
の
み
を
考
慮
す
る
説
、
行
為
計
画
も
考
慮
す
る
説
と
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
客
観
説
の
理
論

構
造
は
様
々
で
あ
る
が
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
危
険
性
を
具
体
的
・
実
質
的
に
判
断
す
る
点
で
は
共
通
項
が
あ
る
。

　
（
二
九
六
〇
）
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判
例
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
実
行
の
着
手
時
期
を
判
断
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
特
に
、
本
件
の
よ
う
に
、
行
為
者
が
複
数
の
行
為
を
予
定

し
て
い
る
場
合
に
実
行
の
着
手
時
期
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
を
中
心
に
み
て
お
こ
う
。

　

1
．
殺
人
罪　
　

①
名
古
屋
地
判
昭
和
四
四
年
六
月
二
五
日（

2
）は

、
被
害
者
が
夕
食
時
に
飲
用
す
る
清
酒
や
ジ
ュ
ー
ス
の
中
に
睡
眠
薬
を
混

入
し
て
服
用
さ
せ
、
四
時
間
後
、
眠
り
込
ん
だ
被
害
者
の
顔
面
を
殴
打
し
て
気
絶
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
被
害
者
が
目
を
覚
ま
し
た
た
め
未

遂
に
終
わ
っ
た
事
案
に
つ
き
、「
こ
れ
ら
一
連
の
行
為
を
広
く
統
一
的
に
観
察
し
、
最
終
的
な
現
実
の
殺
人
行
為
そ
の
も
の
以
前
に
お
い
て

行
わ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
者
の
期
待
す
る
結
果
の
発
生
が
客
観
的
に
可
能
で
あ
る
形
態
、
内
容
を

備
え
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
と
お
り
そ
の
行
為
の
結
果
は
後
に
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
殺
人
と
い
う
結
果
そ
の
も
の
に
密
接
不

可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
行
為
は
殺
人
の
結
果
発
生
に
つ
い
て
客
観
的
危
険
の
あ
る
行
為
と
謂
う
こ
と
が
で
き

る
か
ら
、
そ
の
行
為
に
着
手
し
た
と
き
に
、
殺
人
行
為
に
着
手
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。」
と
判
示
し
た
。
同
判
決
は
、
睡
眠
薬

を
飲
ま
せ
殴
打
す
る
行
為
は
そ
れ
自
体
単
独
で
み
れ
ば
殺
害
結
果
の
危
険
性
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
犯
人
が
意
図
し
た
一
連
の
殺
害
計
画
の

一
環
で
あ
り
、
後
に
予
定
さ
れ
て
い
る
殺
人
行
為
と
因
果
的
に
関
連
す
る
こ
と
に
よ
り
結
果
発
生
の
客
観
的
危
険
性
を
有
す
る
と
し
て
、
行

為
計
画
を
考
慮
し
、
後
の
殺
害
行
為
と
の
密
接
不
可
分
性
を
理
由
に
実
行
の
着
手
を
判
断
し
て
い
る
。

　

②
大
阪
地
判
昭
和
五
七
年
四
月
六
日（

3
）は

、
後
で
殺
害
す
る
目
的
で
被
害
者
の
両
手
足
を
縛
り
上
げ
、
寝
袋
へ
入
れ
、
ひ
も
で
縛
り
権
利
証

等
を
強
取
し
た
後
、
気
絶
さ
せ
る
目
的
で
頭
部
を
ガ
ラ
ス
製
灰
皿
で
数
回
殴
打
し
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、「
本
件
殴
打
行
為
が
、

そ
の
後
に
予
定
さ
れ
て
い
た
同
女
の
殺
意
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
密
接
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
未

だ
殺
人
の
結
果
発
生
に
つ
い
て
直
接
的
危
険
性
な
い
し
現
実
的
危
険
性
の
あ
る
行
為
と
は
認
め
難
く
、
従
っ
て
、
本
件
犯
行
を
も
っ
て
、
Ａ

殺
害
の
実
行
の
着
手
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
判
示
し
て
、
強
盗
殺
人
未
遂
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
強
盗
傷
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

同
判
決
も
、
行
為
計
画
の
考
慮
と
そ
の
後
の
殺
害
行
為
と
の
密
接
不
可
分
性
を
問
題
に
し
て
い
る
が
、
被
告
人
ら
が
殺
害
の
具
体
的
計
画
を

　
（
二
九
六
一
）
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も
た
ず
、
殴
打
行
為
と
殺
害
計
画
の
実
行
ま
で
相
当
の
時
間
的
間
隔
（
約
一
〇
時
間
後
）
が
あ
り
密
接
不
可
分
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を

根
拠
に
、
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
を
否
定
し
た
。

　

2
．
強
姦
罪　
　

強
姦
罪
で
は
、
被
害
女
性
を
自
動
車
内
に
連
れ
込
み
他
の
場
所
に
移
動
し
て
姦
淫
す
る
形
態
に
お
い
て
、
自
動
車
内
に

連
れ
込
む
時
点
で
実
行
の
着
手
が
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
③
最
決
昭
和
四
五
年
七
月
二
八
日 （

4
）は

、
共
犯
者
が
被
害

女
性
を
ダ
ン
プ
カ
ー
の
助
手
席
ま
で
連
行
し
、
強
姦
の
意
思
を
相
通
じ
た
上
、
必
死
に
抵
抗
す
る
同
女
を
同
車
内
に
引
き
ず
り
込
み
、
そ
の

後
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
の
工
事
現
場
に
至
り
運
転
席
内
に
お
い
て
姦
淫
し
た
が
、
車
内
に
引
き
ず
り
込
む
際
の
暴
行
に
よ
り
Ａ
に
打
撲
傷

を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、「
被
告
人
が
同
女
を
ダ
ン
プ
カ
ー
の
運
転
席
に
引
き
ず
り
込
も
う
と
し
た
段
階
に
お
い
て
す
で
に
強
姦
に
至
る

客
観
的
な
危
険
性
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
強
姦
行
為
の
着
手
が
あ
っ
た
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
ま
た
、

Ａ
に
負
わ
せ
た
打
撲
傷
等
は
、
傷
害
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
以
上
と
同
趣
旨
の
見
解
の
も
と
に
被
告
人
の
所
為
を
強
姦
致

傷
罪
に
あ
た
る
と
し
た
原
判
断
は
、
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
て
、
強
姦
の
実
行
の
着
手
を
認
め
、
強
姦
致
傷
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
。

強
姦
罪
の
よ
う
な
結
合
犯
に
つ
い
て
「
引
き
ず
り
込
む
行
為
」
か
ら
姦
淫
ま
で
の
間
に
時
間
的
・
空
間
的
間
隔
が
相
当
程
度
あ
る
場
合
は
、

実
行
の
着
手
の
判
断
は
容
易
で
は
な
い
。
同
決
定
は
、
車
内
で
姦
淫
す
る
と
い
う
被
告
人
ら
の
行
為
計
画
を
重
視
し
、
引
き
ず
り
込
む
行
為

は
強
姦
の
直
接
の
手
段
で
は
な
い
が
、
そ
の
段
階
で
Ａ
が
姦
淫
さ
れ
る
具
体
的
危
険
性
が
生
じ
た
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
④
名
古
屋
高
金

沢
支
判
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
三
日（

5
）も

、
③
と
類
似
事
案
に
つ
い
て
、「
同
女
が
車
内
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
た
な
ら
ば
、
直
ち
に
人
気
の
全

く
な
い
場
所
に
連
行
さ
れ
被
告
人
等
の
輪
姦
を
受
け
る
こ
と
は
必
至
の
状
況
で
あ
っ
た
と
推
認
で
き
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
強
姦
行
為
の
着

手
が
あ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
第
一
行
為
（
引
き
ず
り
込
み
）
が
第
二
行
為
（
姦
淫
）
の
実
行
に
移
行
困
難
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
第
一
段
階
で
の
実
行

の
着
手
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
⑤
京
都
地
判
昭
和
四
三
年
一
一
月
二
六
日（

6
）は

、
通
行
中
の
女
性
を
姦
淫
す
る
目
的
で
、
無
理
や
り
被
告
人
ら

　
（
二
九
六
二
）



殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生

 

五
五
一

同
志
社
法
学　

五
九
巻
六
号

の
軽
自
動
車
に
引
き
ず
り
込
も
う
と
し
た
際
の
暴
行
に
よ
り
傷
害
を
負
わ
せ
た
だ
け
で
逃
亡
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、「
右
の
如
き
被
告

人
の
暴
行
で
は
、
前
記
の
自
動
車
の
狭
隘
さ
を
考
え
併
せ
る
と
、
抵
抗
す
る
Ａ
を
車
内
に
引
き
ず
り
込
む
こ
と
す
ら
極
め
て
不
可
能
な
状
況

に
あ
っ
た
も
の
で
、
同
女
が
姦
淫
さ
れ
る
具
体
的
危
険
性
は
そ
の
段
階
で
は
生
じ
て
い
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
強
姦
の
実
行
の

着
手
が
あ
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。」
と
判
示
し
て
、
強
姦
致
傷
罪
の
成
立
を
否
定
し
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
同
判
決
は
、
被
害
者

を
引
き
ず
り
込
む
行
為
の
困
難
さ
を
考
慮
し
、
暴
行
行
為
と
強
姦
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
と
の
密
接
性
が
低
い
と
判
断
し
た
。
⑥
大
阪
地
判

平
成
一
五
年
四
月
一
一
日（

7
）も

、
強
姦
目
的
で
被
害
女
性
を
自
動
車
内
に
連
れ
込
む
際
に
暴
行
を
加
え
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
き
、「
本

件
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
結
局
、
被
告
人
が
Ａ
を
自
動
車
内
に
連
れ
込
も
う
と
し
て
加
え
た
暴
行
に
つ
き
『
暴
行
又
は
脅
迫
を
用

い
て
姦
淫
し
た
』
と
い
い
得
る
だ
け
の
姦
淫
の
結
果
へ
の
直
接
的
危
険
が
あ
っ
た
と
ま
で
は
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、本
件
に
お
い
て
は
、

強
姦
行
為
の
実
行
の
着
手
は
な
か
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
判
示
し
て
、
③
の
判
断
枠
組
み
に
従
い
、
被
告
人
が
強
姦
目
的

で
被
害
者
を
自
動
車
内
に
連
れ
込
も
う
と
し
た
こ
と
は
認
め
な
が
ら
、
他
の
共
犯
者
ら
の
協
力
が
な
か
っ
た
こ
と
、
被
告
人
の
犯
意
も
強
固

な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
、
暴
行
の
程
度
が
強
姦
の
手
段
と
し
て
の
暴
行
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
等
か
ら
、
客
観
的
事
情
と
主
観
的
事
情
を

併
せ
考
慮
し
て
強
姦
罪
の
実
行
の
着
手
を
否
定
し
た
。

　

3
．
放
火
罪　
　

放
火
罪
に
つ
い
て
は
、
可
燃
物
を
撒
布
等
す
る
行
為
（
第
一
行
為
）
を
行
い
、
点
火
し
よ
う
と
す
る
行
為
（
第
二
行
為
）

を
行
お
う
と
し
た
が
、
第
二
行
為
の
着
手
前
の
第
一
行
為
の
段
階
で
焼
損
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
第
一
行
為
に
つ
い
て
放
火
罪
の
実
行
の
着

手
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　

⑦
静
岡
地
判
昭
和
三
九
年
九
月
一
日（

8
）は

、
店
舗
入
口
等
に
ガ
ソ
リ
ン
約
五
リ
ッ
ト
ル
を
撒
布
し
た
後
マ
ッ
チ
で
点
火
し
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
撒
布
さ
れ
た
ガ
ソ
リ
ン
が
可
燃
性
蒸
気
と
な
り
店
内
の
練
炭
コ
ン
ロ
の
火
が
燃
え
移
り
、
焼
損
し
た
事
案
に
つ
き
、「
被
告
人
は
本
件

建
物
焼
燬
の
意
思
の
下
に
ガ
ソ
リ
ン
を
撒
布
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
右
行
為
に
よ
り
本
件
建
物
の
焼
燬
を
惹
起
す
べ
き
お
そ
れ
の
あ
る
客

　
（
二
九
六
三
）
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観
的
状
態
に
陥
っ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
従
っ
て
被
告
人
は
放
火
の
意
思
を
も
っ
て
放
火
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
開
始
し
た
も

の
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
」
る
と
判
示
し
、
一
〇
八
条
の
放
火
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
第
一
の
ガ
ソ
リ
ン
撒
布
行
為
は
放
火
の
予
備
で
あ
る

と
も
い
え
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
段
階
で
の
着
火
は
放
火
罪
の
実
行
の
着
手
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
同
判
決
は
、
第
一
行
為

の
段
階
で
行
為
者
は
企
図
し
た
こ
と
の
大
半
を
終
了
し
て
お
り
焼
損
の
現
実
的
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
同
様
に
、
⑧
広
島

地
判
昭
和
四
九
年
四
月
三
日（

9
）は

、「
未
だ
点
火
前
と
は
い
え
、
右
は
既
に
予
備
の
段
階
を
は
る
か
に
逸
脱
し
、
放
火
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ

た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
、
⑨
横
浜
地
判
昭
和
五
八
年
七
月
二
〇
日（

10
）は

、
ガ
ソ
リ
ン
撒
布
の
「
段
階
に
お
い
て
法

益
の
侵
害
即
ち
本
件
家
屋
の
焼
燬
を
惹
起
す
る
切
迫
し
た
危
険
が
生
じ
る
に
至
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
放
火
罪
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
家
屋
の
構
造
、
材
料
の
可
燃
性
や
量
、
室
内
の
密
閉
性
等
を
考
慮
し
、
何
ら
か
の
火
気
が
原
因
で
火
災

が
起
こ
る
こ
と
は
必
定
の
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ガ
ソ
リ
ン
等
の
撒
布
の
段
階
で
既
に
放
火
に
つ
き
企
図
し
た
と
こ
ろ
の
大
半
を
終
え
た

と
判
断
し
、
そ
の
時
点
で
実
質
的
危
険
性
の
発
生
を
肯
定
し
放
火
罪
の
実
行
の
着
手
を
認
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
⑩
福
岡
地
判
平
成
七
年

一
〇
月
一
二
日（

11
）は

、
住
居
の
玄
関
前
の
た
た
き
台
の
上
に
灯
油
を
撒
布
し
た
う
え
、
予
め
ラ
ッ
カ
ー
薄
め
液
を
振
り
掛
け
た
新
聞
紙
等
の
紙

類
を
左
手
に
持
ち
、
右
手
で
点
火
し
た
ラ
イ
タ
ー
を
こ
れ
に
近
づ
け
て
着
火
し
た
も
の
の
、
そ
の
際
、
そ
の
火
が
左
手
に
着
用
し
て
い
た
ゴ

ム
手
袋
に
掛
か
っ
て
い
た
ラ
ッ
カ
ー
薄
め
液
に
燃
え
移
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
こ
の
よ
う
な
不
測
の
事
態
の
発
生
に
よ
り
行
為
が
中
断
さ

れ
な
け
れ
ば
、
被
告
人
が
着
火
し
た
右
紙
類
を
そ
の
ま
ま
灯
油
の
上
に
置
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
予
測
で
き
る
上
、
被
告
人
自
身
も
そ

の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い
て
右
行
為
に
及
ん
だ
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
が
予
め
ラ
ッ
カ
ー
薄
め
液
を
振
り
掛
け
た
新
聞

紙
等
の
紙
類
に
着
火
し
た
行
為
を
も
っ
て
、
甲
方
家
屋
を
焼
燬
す
る
具
体
的
危
険
を
発
生
さ
せ
る
行
為
を
開
始
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
。」
と
判
示
し
て
、
実
行
の
着
手
を
認
め
た
。
本
件
で
は
、
灯
油
を
撒
い
た
第
一
行
為
の
段
階
で
は
、
い
ま
だ
焼
損
の
具
体
的
危

険
の
発
生
も
な
く
、
第
二
行
為
で
あ
る
灯
油
へ
の
点
火
行
為
も
な
い
が
、
同
判
決
は
、
被
告
人
に
と
り
不
測
の
事
態
の
発
生
で
は
あ
る
が
、

　
（
二
九
六
四
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ラ
ッ
カ
ー
薄
め
液
を
振
り
掛
け
た
紙
類
に
着
火
し
た
行
為
が
焼
損
の
具
体
的
危
険
を
発
生
さ
せ
る
行
為
の
開
始
と
評
価
し
て
、
実
行
の
着
手

を
肯
定
し
た
。
こ
の
よ
う
な
着
火
行
為
に
及
べ
ば
、
行
為
者
の
意
図
も
、
因
果
経
過
も
、
着
火
し
た
紙
類
を
灯
油
が
撒
布
さ
れ
た
た
た
き
台

の
上
に
置
く
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
同
判
決
は
、
行
為
者
の
意
図
に
裏
づ
け
さ
れ
た
一
連
の
行
為
と
し
て
捉
え
た
上
で
、

具
体
的
危
険
性
を
判
断
し
て
い
る
と
の
捉
え
方
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

12
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
般
に
、
従
来
の
判
例
は
、
複
数
行
為
が
係
わ
る
事
例
に
お
い
て
、
行
為
を
分
断
す
る
こ
と
な
く
一
連
の
も
の
と
捉
え

た
上
で
、
行
為
態
様
、
時
間
的
・
空
間
的
近
接
性
等
に
加
え
、
行
為
計
画
を
も
考
慮
し
て
、
第
一
行
為
に
よ
る
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性

が
あ
る
場
合
は
、
第
一
行
為
の
段
階
で
実
行
の
着
手
を
肯
定
し
て
い
る
。
実
行
の
着
手
時
期
の
判
断
に
際
し
て
の
行
為
計
画
の
考
慮
に
つ
い

て
は
、
③
事
例
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
に（

13
）、

こ
れ
を
考
慮
す
る
の
が
判
例
の
一
般
的
な
態
度
と
い
え
よ
う
。

　

4
．
本
決
定
の
判
断
基
準　
　

本
件
の
原
審
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
行
為
を
「
単
に
、
被
害
者
を
拉
致
し
転
落
場
所
に
運
ぶ
た
め
の
み

な
ら
ず
、
自
動
車
ご
と
海
中
に
転
落
さ
せ
て
溺
死
さ
せ
る
と
い
う
予
定
し
た
直
接
の
殺
害
行
為
に
密
着
し
、
そ
の
成
否
を
左
右
す
る
重
要
な

意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
ら
三
名
の
予
定
し
た
殺
人
の
実
行
行
為
の
一
部
を
す
で
に
成
す
と
み
な
し
う
る
行
為
」
で
あ
る
と

判
示
し
て
、
行
為
計
画
に
あ
っ
た
第
二
行
為
で
あ
る
海
中
に
落
下
さ
せ
る
行
為
と
一
体
の
も
の
と
解
し
た
う
え
で
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
行

為
に
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
を
肯
定
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
決
定
は
、
従
来
の
判
例
の
流
れ
に
従
い
つ
つ
も
、
原
判
決
と
異
な
り
、
第
一
行
為
と
第
二
行
為
を
分
け
た
上
で
両
者
の

密
接
関
連
性
を
重
視
し
た
判
断
を
示
し
、
第
一
に
、
第
一
行
為
が
第
二
行
為
を
確
実
か
つ
容
易
に
行
う
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
、

第
二
に
、
第
一
行
為
に
成
功
し
た
場
合
、
そ
れ
以
降
の
殺
害
計
画
を
遂
行
す
る
上
で
障
害
と
な
る
事
情
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、

第
一
行
為
と
第
二
行
為
の
間
の
時
間
的
・
場
所
的
近
接
性
を
理
由
に
あ
げ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
本
決
定
は
、
①
手
段
・
目
的
に
よ
る
第
一

行
為
と
第
二
行
為
の
密
接
性
、
②
行
為
計
画
（
第
一
行
為
を
前
提
と
し
た
第
二
行
為
に
よ
る
結
果
惹
起
）
に
基
づ
く
行
為
経
過
の
障
害
の
な

　
（
二
九
六
五
）
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い
流
れ
、
③
行
為
の
時
間
的
・
場
所
的
近
接
性
の
三
要
件
で
限
定
を
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
発
生
の
客
観
的
危
険
性
を
判
断
す
る
態
度

を
明
確
に
し
て
、「
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
の
事
例
に
つ
い
て
判
断
し
、第
一
行
為
の
開
始
時
に
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
が
あ
る
と
認
め
た
。

第
一
行
為
自
体
が
殺
害
の
危
険
性
の
高
い
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
限
り
、
そ
れ
に
殺
人
罪
の
実
行
行
為
性
を
肯
定
し
う
る
で
あ
ろ
う（

14
）。

　

と
こ
ろ
で
、
本
決
定
の
判
断
構
造
に
つ
い
て
は
、
本
決
定
が
実
行
の
着
手
時
期
に
関
す
る
折
衷
説
に
立
つ
も
の
と
の
評
価（

15
）が

あ
る
。
し
か

し
、
判
例
が
一
般
に
行
為
計
画
全
体
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
客
観
面
の
み
で
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
性
の
判
断
が
困
難
な
場
合
に
行
為
計
画

を
行
為
の
危
険
性
判
断
に
補
充
的
に
考
慮
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
本
決
定
は
、
実
質
的
客
観
説
の
中
の
行
為
計
画
も
考
慮
す
る
立
場
に
よ

る
と
い
う
理
解
の
方
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
密
接
性
や
行
為
計
画
の
自
動
性
を
問
題
に
し
て
い
る
点
で
は
、
修
正
形
式
的

客
観
説
の
行
為
計
画
も
考
慮
対
象
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
の
評
価（

16
）も

可
能
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ　

早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生

　

問
題
は
、
第
一
行
為
の
後
に
行
う
第
二
行
為
に
よ
り
結
果
を
惹
起
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
あ
り
、
第
一
行
為
の
段
階
で
実
行
の
着
手
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
、
予
想
に
反
し
て
結
果
が
早
く
発
生
し
て
し
ま
っ
た
と
き
に
既
遂
犯
の
故
意
を
認
め
う
る
か
に
あ
る
。
こ
の
早
す
ぎ
た
結

果
発
生
の
事
例
に
つ
い
て
、
従
来
の
判
例
は
ど
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

1
．
従
来
の
判
例
の
態
度

　

こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
放
火
罪
に
関
す
る
⑦
、
⑧
、
⑨
、
⑩
の
裁
判
例
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
第
一
行
為
の
段
階
で
予
定
よ
り
早

く
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
、
第
一
行
為
の
段
階
で
故
意
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
第
二
行
為
と
一
体
と
捉
え
ら
れ
る
第
一
行
為
に
構
成
要

　
（
二
九
六
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件
的
結
果
発
生
の
危
険
性
が
肯
定
さ
れ
、
そ
の
時
点
で
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
以
上
は
、
故
意
既
遂
犯
の
罪
責
を
問
え
る
と
解
し
て
い

る
。

　

殺
人
罪
に
関
し
て
は
、
裁
判
例
が
少
な
い
も
の
の
、
注
目
す
べ
き
事
例
が
出
て
い
る
。
⑪
東
京
高
判
平
成
一
三
年
二
月
二
〇
日（

17
）（

ベ
ラ
ン

ダ
殺
人
事
件
）
で
は
、
被
害
者
の
左
胸
部
等
に
殺
意
で
包
丁
を
数
回
突
き
刺
し
た
上
、
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
被
害
者
を
ガ
ス
中
毒
死
さ
せ
る

意
図
で
連
れ
戻
し
、
そ
の
後
、
隙
を
見
て
逃
げ
出
し
マ
ン
シ
ョ
ン
九
階
の
ベ
ラ
ン
ダ
の
手
す
り
伝
い
に
隣
部
屋
に
逃
げ
込
も
う
と
し
た
同
人

に
掴
み
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
同
人
が
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
転
落
し
て
地
上
に
激
突
し
、
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
に
つ

い
て
、
胸
部
突
き
刺
し
の
第
一
行
為
の
後
に
、
掴
み
か
か
っ
た
第
二
行
為
に
よ
り
結
果
が
発
生
し
た
が
、
第
二
行
為
は
連
れ
戻
し
の
た
め
で

あ
り
、
殺
意
は
な
く
、
そ
の
行
為
と
被
害
者
の
死
と
の
間
に
因
果
関
係
は
な
い
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
同
判
決
は
、「
刺
突
行

為
か
ら
被
害
者
を
掴
ま
え
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
一
連
の
行
為
で
あ
り
、
被
告
人
に
は
具
体
的
内
容
は
異
な
る
も
の
の
殺
意
が
継
続
し
て
い

た
の
で
あ
る
上
、
被
害
者
を
掴
ま
え
る
行
為
は
、
ガ
ス
中
毒
死
さ
せ
る
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
行
為
で
あ
り
、
殺
害
行
為
の
一
部
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
」
る
と
判
示
し
て
、
被
害
者
を
掴
ま
え
よ
う
と
す
る
行
為
と
被
害
者
の
転
落
行
為
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
す
る
と
し
、

殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

　

本
件
は
、
厳
密
に
は
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
の
事
例
と
は
い
え
な
い
が
、
第
二
行
為
の
後
、
さ
ら
に
ガ
ス
中
毒
死
さ
せ
る
第
三
行
為
を
予
定

し
て
い
た
と
い
う
点
で
そ
の
類
型
の
事
例
と
い
え
る
。
同
判
決
は
、
被
告
人
の
殺
意
の
内
容
が
刺
突
行
為
に
よ
る
出
血
死
か
ら
ベ
ラ
ン
ダ
か

ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
被
害
者
を
連
れ
戻
し
ガ
ス
中
毒
死
さ
せ
る
こ
と
に
変
化
し
て
い
る
が
、
殺
意
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
こ
と
と
、
ベ
ラ
ン

ダ
の
手
す
り
上
に
い
る
被
害
者
に
掴
み
か
か
る
行
為
は
一
般
に
殺
害
行
為
と
は
い
い
難
い
が
、
ガ
ス
中
毒
死
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
の
行
為

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
殺
害
行
為
の
一
部
と
し
て
、
刺
突
行
為
と
掴
み
か
か
る
行
為
を
一
連
の
殺
害
行
為
で
あ
る
と
解
し
、
実
行
行
為
の
連
続

性
を
重
視
し
て
い
る（

18
）。

　
（
二
九
六
七
）
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以
上
の
よ
う
に
、
従
来
の
下
級
審
判
例
は
、
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
の
事
例
に
つ
い
て
、
第
一
行
為
の
段
階
で
故
意
が
あ
り
、
実
行
の
着
手

が
肯
定
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
の
因
果
経
過
の
錯
誤
は
故
意
の
成
否
に
影
響
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

2
．
本
決
定
の
判
断
基
準

　

本
決
定
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
①
手
段
・
目
的
に
よ
る
第
一
行
為
と
第
二
行
為
の
密
接
性
、
②
行
為
計
画
（
第
一
行
為
を
前
提
と
し
た
第

二
行
為
に
よ
る
結
果
惹
起
）
に
基
づ
く
行
為
経
過
の
障
害
の
な
い
流
れ
、
③
行
為
の
時
間
的
・
場
所
的
近
接
性
を
理
由
に
、
結
果
発
生
の
客

観
的
危
険
性
を
判
断
し
、
客
観
的
に
第
一
行
為
の
開
始
時
に
殺
人
の
実
行
の
着
手
が
あ
る
と
認
め
た
。
そ
の
上
で
、
被
告
人
ら
に
は
第
一
行

為
自
体
に
は
被
害
者
が
死
亡
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
は
な
か
っ
た
こ
と
と
、
第
一
行
為
の
段
階
で
死
亡
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
前
提
に
し
つ
つ
、
主
観
的
に
第
一
行
為
と
第
二
行
為
を
一
連
の
殺
人
行
為
と
捉
え
、
実
行
行
為
性
の
認
識
が
あ
れ
ば
、
因
果
経
過
の
錯

誤
が
あ
っ
て
も
故
意
既
遂
犯
が
成
立
す
る
と
す
る
、
最
高
裁
と
し
て
は
初
め
て
の
判
断
を
示
し
た
。

3
．
学　

説

　

早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
、
最
近
、
構
成
要
件
的
結
果
を
惹
起
し
た
第
一
行
為
の
段
階
で
は
、
そ
の
行
為
に
よ
り
結
果
を
惹
起
す

る
意
思
が
な
く
さ
ら
に
第
二
行
為
を
予
定
し
て
い
る
以
上
、
発
生
し
た
結
果
に
つ
い
て
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
立
場
が
有
力
に
展
開

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
よ
る
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
の
解
決
方
法
は
一
様
で
は
な
い
が
、
第
一
行
為
に
よ
る
結
果
惹
起
に
つ
き
既
遂
犯

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る（

19
）。

　

本
決
定
の
事
案
に
つ
い
て
も
、
こ
の
立
場
は
、
本
決
定
が
故
意
既
遂
犯
を
認
め
た
こ
と
を
批
判
す
る（

20
）。

そ
の
中
で
一
つ
の
立
場
は
、
第
一

行
為
は
準
備
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
結
果
が
発
生
す
る
事
態
は
実
行
犯
に
と
り
当
初
の
計
画
と
大
き
く
ず
れ
る
点
で
故
意
は
認
め
ら
れ
な

　
（
二
九
六
八
）
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い
か
ら
、第
一
行
為
に
よ
る
死
亡
は
過
失
の
存
在
を
前
提
に
傷
害
致
死
罪
の
成
立
に
と
ど
ま
る
と
す
る
故
意
否
定
説（

21
）で

あ
る
。
こ
の
見
解
は
、

行
為
者
の
故
意
が
第
一
行
為
に
も
第
二
行
為
に
も
継
続
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
行
為
が
「
密
接
な
行
為
」
で
あ
っ
て
も
、
故
意
と
行

為
を
分
離
し
て
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
別
行
為
責
任
の
趣
旨
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
う
一
つ
の
立
場
は
、
実
行
犯
ら
は
さ
ら
な
る
行
為
を
予
定
す
る
意
思
が
あ
る
点
で
、
既
遂
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
未
遂
故
意
は
存

在
し
、
未
遂
犯
の
成
立
可
能
性
を
肯
定
す
る
故
意
未
遂
犯
説
が
有
力
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
理
論
的
に
も
注
目
さ
れ
る
。

　

そ
の
う
ち
、「
手
放
し
理
論
」
説（

22
）に

よ
る
と
、
本
件
で
は
第
一
行
為
で
死
亡
さ
せ
る
意
味
で
も
、
引
き
続
き
「
密
接
な
」
第
二
行
為
を
行

い
死
亡
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
も
客
観
的
危
険
性
が
あ
り
、
か
つ
、「
密
接
な
」
行
為
を
経
て
殺
害
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
る
以

上
は
、
予
備
を
超
え
て
、
未
遂
犯
の
成
立
に
必
要
な
故
意
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
既
遂
犯
の
構
成
要
件
と
こ
れ
を
修
正
し
た
未

遂
犯
の
構
成
要
素
と
で
は
、
法
益
侵
害
が
な
い
点
で
異
な
る
ほ
か
、
実
行
行
為
の
点
で
も
両
者
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
既
遂
犯
の
構
成

要
件
該
当
行
為
＝
実
行
行
為
は
、
い
わ
ゆ
る
手
放
し
、
す
な
わ
ち
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
、
行
為
者
は
も
は
や
そ
れ
以
上
別
の
行
為

を
行
う
必
要
が
な
い
よ
う
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
と
、
既
遂
犯
の
故
意
と
未
遂
犯
の
故
意
と
は
当
然
異
な
り
、
着
手
未
遂

の
場
合
は
、「
自
己
の
行
為
が
完
成
し
て
お
ら
ず
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
た
め
に
は
別
の
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
状

態
で
は
、
本
人
が
い
か
に
確
定
的
・
最
終
的
な
も
の
と
思
い
、
か
つ
、
現
実
に
そ
れ
が
最
初
の
目
的
ど
お
り
実
現
さ
れ
た
と
し
て
も
、
変
わ

る
こ
と
が
あ
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
益
『
侵
害
』
を
基
本
的
内
容
と
す
る
既
遂
犯
の
故
意
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る
。
こ
の
説

に
対
し
て
は
、
日
本
の
刑
法
は
着
手
未
遂
と
実
行
未
遂
を
区
別
し
て
い
な
い
か
ら
、
両
者
を
区
別
し
、
手
放
し
行
為
の
内
容
と
す
る
実
行
未

遂
行
為
で
な
け
れ
ば
既
遂
犯
の
実
行
行
為
で
な
い
と
す
る
こ
と
は
解
釈
論
上
困
難
で
あ
る
と
す
る
批
判（

23
）が

妥
当
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
説
に

よ
る
と
、
実
行
の
着
手
段
階
の
殺
意
は
、
予
備
段
階
の
殺
意
と
同
質
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
、
多
量
の
睡
眠
薬
で

眠
ら
せ
た
後
に
ナ
イ
フ
で
殺
害
し
よ
う
と
し
て
、
現
実
に
眠
ら
せ
た
が
、
ナ
イ
フ
を
使
う
時
点
で
思
い
直
し
て
傷
害
の
意
思
で
行
為
し
た
場

　
（
二
九
六
九
）
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合
、
た
と
え
そ
の
傷
害
で
過
っ
て
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
も
故
意
殺
人
罪
は
認
め
ら
れ
な
い
の
と
同
様
に
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
行
為
に
よ
り

死
ぬ
危
険
性
の
認
識
が
な
い
以
上
殺
人
の
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
た
し
か
に
、
多
量
の
睡
眠
薬
の
事
例
の
よ
う
に
そ
れ
自
体
客
観

的
に
結
果
発
生
の
危
険
性
が
な
く
、
ま
だ
予
備
段
階
と
い
え
る
場
合
で
あ
り
、
結
果
発
生
に
は
別
の
行
為
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
既

遂
に
向
け
ら
れ
た
故
意
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
は
そ
れ
自
体
客
観
的
に
結
果
発
生
の
危
険
性
が

あ
る
と
認
定
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
睡
眠
薬
事
例
と
同
列
に
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
っ
と
も
、
行
為
そ
れ
自
体
に
客
観
的
に
危
険

が
あ
れ
ば
故
意
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
を
吸
引
さ
せ
て
失
神
し
た
状
態
の
被
害

者
か
ら
物
を
盗
ろ
う
と
計
画
し
、
吸
引
さ
せ
た
と
こ
ろ
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
吸
引
行
為
自
体
に

結
果
発
生
の
客
観
的
危
険
性
が
あ
っ
て
も
、
死
の
結
果
発
生
に
つ
い
て
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
よ
う
に
、
第
一
行
為
の

段
階
で
殺
意
が
あ
る
以
上
、
た
と
え
行
為
者
が
第
一
行
為
だ
け
で
死
ぬ
危
険
性
の
認
識
が
な
く
、
ま
だ
手
放
し
て
い
な
い
と
認
識
し
て
い
た

と
し
て
も
、
構
成
要
件
的
故
意
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
構
成
要
件
的
故
意
は
、
行
為
者
の
個
々
の
身
体
活
動

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
結
果
を
実
現
す
る
個
別
の
認
識
、
実
現
意
思
で
は
な
く
、
実
行
行
為
全
体
（
本
件
で
は
第
一
行
為
と
第
二
行
為
）
と

最
終
結
果
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
認
識
し
実
現
す
る
意
思
が
あ
れ
ば
足
り
、
現
実
の
因
果
経
過
の
認
識
ま
で
必
要
な
い
と
い
え
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
点
、
前
掲
⑪
の
ベ
ラ
ン
ダ
転
落
死
事
件
で
は
、
第
一
行
為
の
刺
突
行
為
の
段
階
で
殺
意
と
殺
人
の
実
行
の
着
手
が
あ
り
、
掴
ま
え

る
第
二
行
為
か
ら
転
落
死
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
掴
ま
え
る
行
為
は
そ
の
後
の
中
毒
死
さ
せ
る
た
め
の
連
れ
戻
し
目
的
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

行
為
自
体
、
被
告
人
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
被
害
者
に
と
っ
て
墜
落
死
す
る
危
険
性
の
高
い
行
為
で
あ
り
、
被
告
人
に
は
少
な
く
と
も
墜
落

死
の
危
険
性
の
認
識
が
あ
る
以
上
、
刺
突
行
為
が
最
終
結
果
（
墜
落
死
）
へ
の
現
実
的
危
険
性
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
被
告

人
に
と
り
因
果
経
過
が
予
想
外
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
故
意
の
成
立
に
影
響
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
故
意
未
遂
犯
説
の
第
二
は
遡
及
禁
止
論
の
立
場
か
ら
の
立
論
で
あ
る（

24
）。

こ
の
説
は
、「
手
放
し
理
論
説
」
と
同
様
に
、
構
成
要
件

　
（
二
九
七
〇
）
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は
既
遂
犯
と
未
遂
犯
と
で
異
な
る
の
で
、
実
行
行
為
は
両
者
で
同
一
で
な
い
と
解
し
て
、
故
意
未
遂
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
る
と
し
た
う
え

で
、
第
二
行
為
（
法
益
侵
害
行
為
）
が
既
遂
犯
の
構
成
要
件
該
当
行
為
（
実
行
行
為
）
で
あ
る
以
上
、
第
二
行
為
を
内
心
で
留
保
し
て
い
る

以
上
、
第
一
行
為
の
着
手
で
は
未
遂
犯
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
（
そ
の
結
果
、
殺
人
未
遂
罪
と
重
過
失
致
死
罪
が
成
立
し
、
両
者

は
包
括
一
罪
で
後
者
が
前
者
に
吸
収
さ
れ
る
関
係
に
な
る
）。
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
結
果
帰
属
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
の
基
準
と
な
る
遡

及
禁
止
論
が
故
意
の
判
断
基
準
と
な
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
と
す
る
批
判（

25
）、

客
観
的
に
現
実
的
危
険
性
の
あ
る
第
一
行
為
を
実
行
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
犯
行
計
画
の
中
で
第
二
行
為
を
留
保
し
た
こ
と
が
故
意
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
未
遂
犯
に
お
い
て
遡
及
禁
止
論
の

修
正
が
行
わ
れ
る
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
す
る
批
判（

26
）、

直
接
的
な
侵
害
を
留
保
し
た
点
で
相
当
因
果
関
係
の
認
識
を
欠
く
の
で
あ
れ

ば
、
行
為
者
の
主
観
面
で
は
現
実
的
危
険
性
が
な
い
こ
と
に
な
り
、
お
よ
そ
故
意
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
す
る
批
判（

27
）、

人
間
が
自
己
の
行
為
を
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
な
い
以
上
、
最
後
の
最
後
ま
で
因
果
経
過
を
行
為
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て

い
た
こ
と
を
既
遂
の
要
件
と
す
る
の
は
過
度
の
要
求
で
あ
る
と
す
る
批
判（

28
）、

結
果
を
直
接
惹
起
し
た
故
意
以
前
の
行
為
に
つ
い
て
、
遡
及
禁

止
に
よ
り
結
果
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
の
は
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
を
存
在
し
な
い
と
い
う
に
等
し
い
と
す
る

批
判（

29
）が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
着
手
未
遂
で
あ
る
と
実
行
未
遂
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
特
に
論
者
の
結
果
説
か
ら
は
、
着
手
未
遂
に

お
い
て
も
危
険
結
果
が
発
生
し
て
い
る
点
で
、
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
が
肯
定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
遡
及
禁
止
論

に
お
い
て
も
、
既
遂
犯
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
危
険
結
果
か
ら
行
為
へ
と
帰
属
可
能
な
行
為
へ
遡
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ

る
点
で
、
疑
問
が
あ
る（

30
）。

　

故
意
未
遂
犯
説
の
三
は
、
故
意
に
は
構
成
要
件
的
結
果
の
認
識
と
い
う
要
素
と
実
行
行
為
の
性
質
の
認
識
と
い
う
要
素
が
必
要
で
あ
る
と

し
、
実
行
行
為
に
つ
い
て
は
①
抽
象
的
危
険
に
至
る
と
の
認
識
で
あ
る
予
備
故
意
、
②
具
体
的
危
険
に
至
る
も
の
と
の
認
識
で
あ
る
未
遂
故

意
、
③
危
険
の
実
現
に
至
る
と
の
認
識
で
あ
る
既
遂
故
意
に
区
別
し
、
本
件
で
は
未
遂
故
意
で
既
遂
結
果
が
発
生
し
た
の
で
、
刑
法
三
八
条

　
（
二
九
七
一
）
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二
項
に
よ
り
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
見
解（

31
）で

あ
る
。
し
か
し
、
未
遂
犯
に
お
い
て
も
③
の
結
果
実
現
の
意
思
で
実
行
行
為
に
着
手

す
る
わ
け
で
あ
り
、
単
な
る
結
果
発
生
の
危
険
性
の
認
識
で
は
過
失
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
②
と
③
の
区
別
は
疑
問
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
故
意
未
遂
犯
説
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
疑
問
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
刑
法
の
行
為
規
範
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
犯

罪
成
立
の
第
一
要
件
は
実
行
行
為
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
確
定
か
ら
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
未
遂
犯
の
構
成
要
件
は
、
既
遂
犯
の
基
本

的
構
成
要
件
を
前
提
に
こ
れ
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
行
行
為
は
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
点
で
既
遂
犯
も
未
遂
犯

も
内
容
は
同
一
で
あ
り
、
構
成
要
件
的
故
意
の
内
容
も
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
法
益
侵
害
を
惹
起
す
る
行
為
の
客

観
的
危
険
性
に
求
め
る
以
上
、
構
成
要
件
の
予
定
す
る
法
益
侵
害
の
現
実
的
危
険
性
を
有
す
る
実
行
行
為
の
開
始
が
実
行
の
着
手
時
期
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
本
件
の
よ
う
に
、
第
一
行
為
に
着
手
後
、
第
二
行
為
を
予
定
し
て
い
る
が
、
両
者
が
時
間
的
・
空
間
的
に
「
密
接
な
」
関
係

に
あ
り
連
続
し
て
い
る
と
き
は
、
両
者
を
分
断
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
故
意
の
成
否
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
く
（
さ
も
な
い
と
、
例
え
ば
、

拳
銃
で
足
を
撃
っ
た
後
に
頭
部
を
撃
っ
て
死
亡
さ
せ
る
計
画
の
場
合
、
第
一
行
為
で
死
亡
し
た
ら
、
傷
害
致
死
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論

に
な
っ
て
し
ま
う
）、
第
一
行
為
時
に
最
終
結
果
発
生
の
故
意
を
肯
定
で
き
、
第
二
行
為
を
予
定
し
て
い
て
も
故
意
を
否
定
す
る
理
由
に
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
第
一
行
為
に
実
行
行
為
と
結
果
発
生
の
故
意
が
肯
定
さ
れ
、
第
一
行
為
が
最
終
結
果
の
現
実
的
危
険
性
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
限
り
、
た
と
え
、
第
一
行
為
か
ら
予
想
に
反
し
て
結
果
が
早
く
発
生
し
た
と
し
て
も
、
故
意
既
遂
犯
の
成
立
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
本
件
の
実
行
犯
ら
は
、
第
一
行
為
か
ら
実
行
行
為
を
行
う
認
識
と
結
果
の
認
識
が
あ
る
点
で
殺
意
が
確

定
的
に
存
在
し
、
し
か
も
第
二
行
為
も
密
接
に
行
い
、
殺
害
目
的
を
達
成
し
て
い
る
の
で
、
故
意
既
遂
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
本
決
定
は
妥

当
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
九
七
二
）
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Ⅳ　

本
決
定
に
対
す
る
評
価

　

本
決
定
に
対
す
る
評
釈
の
中
で
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
結
論
に
反
対
し
故
意
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
と
故
意
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め

る
立
場
が
見
ら
れ
る
が
、
多
く
は
賛
成
論（

32
）に

立
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
賛
成
論
の
立
場
か
ら
、
本
決
定
の
結
論
自
体
の
正
当
性
を
認
め
つ

つ
も
、
そ
の
論
拠
が
第
一
行
為
段
階
で
殺
人
の
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
援
用
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る
見
解（

33
）が

あ
る
。
そ
の
理

由
は
、
本
決
定
が
実
行
の
着
手
と
実
行
行
為
を
同
一
視
し
て
実
行
行
為
の
開
始
を
実
行
の
着
手
時
期
と
解
し
て
い
る
が
、
両
者
の
概
念
は
異

な
る
の
で
（
実
行
の
着
手
は
未
遂
犯
の
処
罰
に
た
る
結
果
発
生
の
客
観
的
危
険
性
の
存
否
を
問
う
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
行
行
為
は

既
遂
結
果
発
生
の
因
果
関
係
の
起
点
と
な
る
行
為
で
あ
る
）、
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
た
故
意
の
存
否
と
い
う
観
点
か
ら
解
決

す
べ
き
で
あ
り
、
未
遂
犯
の
成
否
に
関
す
る
基
準
で
解
決
す
る
の
は
問
題
の
本
質
を
す
り
替
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
し
か

し
、
既
述
の
よ
う
に
、
両
概
念
は
異
な
る
も
の
の
、
実
行
行
為
の
開
始
が
実
行
の
着
手
時
期
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

段
階
で
故
意
が
及
ん
で
お
れ
ば
、
そ
の
後
の
因
果
経
過
の
錯
誤
は
重
要
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
実
行
の
着
手
の
有
無
が
故
意
既
遂
犯

の
成
否
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
る
。

　

本
決
定
は
、
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
の
事
例
の
解
決
に
つ
い
て
、
実
行
行
為
と
実
行
の
着
手
の
意
義
お
よ
び
因
果
関
係
の
錯
誤
に
関
す
る
通

説
的
見
地
か
ら
、
①
行
為
の
密
接
性
、
②
行
為
経
過
の
自
動
性
、
③
行
為
の
時
間
的
・
場
所
的
近
接
性
に
よ
る
結
果
発
生
の
客
観
的
危
険
性

を
判
断
す
る
と
と
も
に
、
結
果
実
現
を
予
定
し
て
い
た
第
二
行
為
よ
り
早
い
段
階
の
第
一
行
為
に
よ
り
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
因
果
関
係

の
錯
誤
は
、
行
為
者
の
認
識
・
予
見
事
情
と
発
生
事
実
と
が
同
一
構
成
要
件
の
範
囲
内
に
属
す
る
限
り
故
意
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
立
場
を

最
高
裁
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
、
複
数
行
為
が
か
か
わ
る
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
の
事
例
解
決
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
ろ
う
。

　
（
二
九
七
三
）
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（
1
）　

判
時
一
八
四
七
号
一
五
四
頁
。

（
2
）　

判
時
五
八
九
号
九
五
頁
。

（
3
）　

判
タ
四
七
七
号
二
二
一
頁
。

（
4
）　

刑
集
二
四
巻
七
号
五
八
五
頁
。

（
5
）　

刑
裁
月
報
三
巻
一
二
号
一
六
一
三
頁
。
そ
の
他
、
東
京
高
判
昭
和
四
七
・
四
・
二
六
判
タ
二
七
九
号
九
一
頁
、
東
京
高
判
昭
和
四
七
・
一
二
・
一
八
判
タ
二
九
八
号

四
四
一
頁
も
同
様
。

（
6
）　

判
時
五
四
三
号
九
一
頁
。

（
7
）　

判
タ
一
一
二
六
号
二
八
四
頁
。

（
8
）　

下
刑
集
六
巻
九
＝
一
〇
号
一
〇
〇
五
頁
。

（
9
）　

判
タ
三
一
六
号
二
八
九
頁
。

（
10
）　

判
時
一
一
〇
八
号
一
三
八
頁
。

（
11
）　

判
タ
九
一
〇
号
二
四
二
頁
。

（
12
）　

判
タ
九
一
〇
号
二
四
二
頁
の
解
説
参
照
。

（
13
）　

窃
盗
未
遂
事
例
に
つ
き
、
最
決
昭
和
四
〇
・
三
・
九
刑
集
一
九
巻
二
号
六
九
頁
。
奥
村
正
雄
「
窃
盗
罪
に
お
け
る
実
行
の
着
手
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
﹇
四
版
﹈
一
二
八

頁
、
同
「
未
遂
犯
に
お
け
る
危
険
概
念
」
刑
法
雑
誌
三
三
巻
二
号
（
一
九
九
三
）
二
一
九
頁
。

（
14
）　

本
決
定
と
同
様
の
判
断
枠
組
み
に
よ
り
第
一
行
為
の
時
点
で
実
行
の
着
手
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、
名
古
屋
高
判
平
成
一
九
年
二
月
一
六
日
（
判
タ
一
二
四
七
号

三
四
二
頁
）
が
あ
る
。
な
お
、
危
険
創
出
行
為
に
よ
り
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
と
す
る
見
解
に
立
ち
つ
つ
、
第
一
行
為
と
第
二
行
為
の
連
続
性
が
欠
け
る
場
合
は

時
間
的
・
場
所
的
接
着
性
が
な
く
、
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
本
決
定
の
事
案
で
は
両
行
為
の
間
に
車
の
運
転
等
の
一
般
的
生
活
行
為
を
介
し
て
お
り
、

時
間
的
・
場
所
的
離
隔
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
で
第
一
行
為
に
実
行
行
為
性
を
否
定
す
る
説
と
し
て
、
山
中
敬
一
『
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
刑
法
総
論
』（
成
文
堂
、

二
〇
〇
五
）
一
八
四
頁
。

（
15
）　

小
川
新
二
〔
判
例
解
説
〕
研
修
六
七
三
号
（
二
〇
〇
四
）
一
五
頁
、
高
橋
則
夫
『
規
範
論
と
刑
法
解
釈
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
）
七
〇
頁
。

（
16
）　

安
田
拓
人
「
実
行
の
着
手
と
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
一
号
（
二
〇
〇
五
）
一
五
八
頁
。

（
17
）　

判
時
一
七
五
六
号
一
六
二
頁
。
一
審
は
、
殺
意
は
被
害
者
が
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
転
落
死
す
る
ま
で
の
間
一
貫
し
て
継
続
し
て
お
り
、
ま
た
、
被
告
人
が
被
害
者
に
掴

　
（
二
九
七
四
）
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み
か
か
っ
た
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
し
て
、
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

（
18
）　

な
お
、
本
件
は
、
弁
護
側
か
ら
上
告
さ
れ
た
が
、
最
決
平
成
一
三
・
六
・
二
五
が
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。
佐
藤
弘
規
〔
判
例
解
説
〕
研
修
六
四
七
号
（
二
〇
〇
二
）

一
八
頁
参
照
。

（
19
）　

林
幹
人
「
早
過
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
判
例
時
報
一
八
六
九
号
（
二
〇
〇
四
）
三
頁
、
山
口
厚
『
新
判
例
か
ら
見
た
刑
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）
七
六
頁
、
高
橋
・

前
註
（
15
）
六
二
頁
、
門
田
成
人
「
早
す
ぎ
た
結
果
実
現
の
故
意
へ
の
帰
属
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
九
四
号
（
二
〇
〇
四
）
一
一
六
頁
。

（
20
）　

検
討
の
詳
細
は
、
奥
村
正
雄
「
実
行
行
為
概
念
の
意
義
と
機
能
」
刑
法
雑
誌
四
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
）
一
〇
三
頁
。

（
21
）　

門
田
・
前
註
（
19
）
一
一
六
頁
。

（
22
）　

林
・
前
註
（
19
）
五
頁
。

（
23
）　

板
倉
宏
「
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
の
実
現
」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
法
務
研
究
二
号
（
二
〇
〇
六
）
一
二
頁
。

（
24
）　

山
口
・
前
註
（
19
）
八
六
頁
。

（
25
）　

山
中
敬
一
「
い
わ
ゆ
る
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
実
現
と
結
果
の
帰
属
」
板
倉
博
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代
社
会
型
犯
罪
の
諸
問
題
』（
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
四
）
一
二
一
頁
。

（
26
）　

山
中
・
前
註
（
25
）
一
二
一
頁
、
佐
久
間
「
実
行
行
為
と
故
意
の
概
念
」
法
曹
時
報
五
七
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
五
）
一
六
頁
、
佐
藤
拓
磨
「
早
す
ぎ
た
構
成
要
件

の
実
現
に
つ
い
て
」
法
学
政
治
学
論
究
六
三
号
（
二
〇
〇
四
）
二
四
六
頁
。

（
27
）　

佐
久
間
・
前
註
（
26
）
一
六
頁
。

（
28
）　

佐
藤
・
前
註
（
26
）
二
四
七
頁
、
佐
伯
仁
志
「
故
意
論
⑶
」
法
学
教
室
三
〇
一
号
（
二
〇
〇
五
）
四
〇
頁
。

（
29
）　

板
倉
・
前
註
（
23
）
一
一
頁
。

（
30
）　

も
っ
と
も
、
山
口
教
授
は
、
最
近
、『
刑
法
総
論
﹇
二
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）
二
一
六
頁
に
お
い
て
、「
当
初
の
犯
行
計
画
に
基
づ
き
予
定
さ
れ
、
密
接
な
関

係
に
お
い
て
行
為
者
自
身
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
一
連
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
実
質
的
に
一
体
の
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
限
り
に
お
い
て
、
そ
う

し
た
一
連
の
行
為
を
開
始
す
る
段
階
で
す
で
に
故
意
を
認
め
、
一
連
の
行
為
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
既
遂
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
」
が

で
き
る
と
さ
れ
、
一
連
の
実
行
行
為
を
一
体
と
し
て
把
握
し
、
そ
の
全
体
が
一
体
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
以
上
、
法
益
保
護
の
要
請
か
ら
、
構
成
要
件
的
結
果
を
惹

起
し
う
る
も
の
に
限
定
せ
ず
、
結
果
惹
起
に
密
接
か
つ
重
要
な
行
為
も
含
め
、
実
行
行
為
を
拡
張
す
る
と
と
も
に
、
故
意
も
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
か
ら
、

一
連
の
行
為
を
行
う
故
意
が
あ
れ
ば
既
遂
犯
の
成
立
を
認
め
う
る
と
し
て
、
改
説
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
島
田
聡
一
郎
「
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
」
刑
法
の
争
点

　
（
二
九
七
五
）



殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生

 

五
六
四

同
志
社
法
学　

五
九
巻
六
号

（
二
〇
〇
七
）
六
七
頁
。

（
31
）　

高
橋
・
前
註
（
15
）
七
三
頁
。
そ
の
他
、
故
意
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
清
水
晴
生
「
実
行
行
為
性
の
認
識
に
関
す
る
符
合

判
断
に
つ
い
て
」
白
鷗
法
学
二
四
号
（
二
〇
〇
四
）
四
三
頁
以
下
。

（
32
）　

板
倉
・
前
註
（
23
）
一
頁
、
小
川
・
前
註
（
15
）
二
〇
三
頁
、
奥
村
正
雄
「
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
の
実
現
」
判
例
セ
レ
ク
ト

二
〇
〇
四
（
二
〇
〇
五
）
三
一
頁
、
川
端
博
「
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
の
実
現
」
研
修
六
八
八
号
（
二
〇
〇
五
）
三
頁
、
吉
川
崇
〔
判
例
解
説
〕
警
察
公
論
二
〇
〇
四

年
九
号
（
二
〇
〇
四
）
一
〇
九
頁
、
佐
久
間
・
前
註
（
26
）
一
頁
、
十
河
太
朗
﹇
判
例
解
説
﹈
受
験
新
報
六
四
七
号
（
二
〇
〇
五
）
一
四
頁
、
高
森
高
徳
〔
判
例
解
説
〕

研
修
六
七
二
号
（
二
〇
〇
六
）
二
〇
三
頁
、
橋
爪
隆
「
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
と
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
実
現
に
お
け
る
殺
人
既
遂
の
成
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
一

号
（
二
〇
〇
六
）
一
三
四
頁
、
日
高
義
博
「
実
行
の
着
手
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
創
刊
号
（
二
〇
〇
六
）
一
二
三
頁
、
平
木
正
洋
〔
判

例
解
説
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
四
号
（
二
〇
〇
五
）
一
三
四
頁
、
福
田
平
『
刑
法
解
釈
学
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）
七
八
頁
、
前
田
雅
英
『
最
新
重
要
判

例
二
五
〇
刑
法
﹇
六
版
﹈』（
二
〇
〇
七
）
一
三
頁
、
安
田
・
前
註
（
16
）
一
五
七
頁
。

（
33
）　

橋
爪
・
前
註
（
32
）
二
三
八
頁
。

　
〈
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本
決
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の
判
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す
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文
献
と
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て
、
以
下
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も
の
が
あ
る
。

 

　

板
倉
宏
「
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
の
実
現
」
日
本
大
学
法
科
大
学
院
法
務
研
究
二
号
（
二
〇
〇
六
）
一
頁
、
小
川
新
二
〔
判
例
解
説
〕
研
修
六
七
三
号
（
二
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四
）

三
頁
、
奥
村
正
雄
「
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
の
実
現
」
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
四
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二
〇
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五
）
三
一
頁
、
門
田
成
人
「
早
す
ぎ
た
結

果
実
現
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意
へ
の
帰
属
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
九
四
号
（
二
〇
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四
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一
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六
頁
、
川
端
博
「
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
の
実
現
」
研
修
六
八
八
号
（
二
〇
〇
五
）
三
頁
、

吉
川
崇
〔
判
例
解
説
〕
警
察
公
論
二
〇
〇
四
年
九
号
（
二
〇
〇
四
）
一
〇
九
頁
、
佐
久
間
修
「
実
行
行
為
と
故
意
の
概
念
」
法
曹
時
報
五
七
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
五
）

一
頁
、
清
水
晴
生
「
実
行
行
為
性
の
認
識
に
関
す
る
符
合
判
断
に
つ
い
て
」
白
鷗
法
学
二
四
号
（
二
〇
〇
四
）
四
三
頁
、
十
河
太
朗
〔
判
例
解
説
〕
受
験
新
報
六
四

七
号
（
二
〇
〇
五
）
一
四
頁
、
高
橋
則
夫
『
規
範
論
と
刑
法
解
釈
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
）
五
九
頁
、
高
森
高
徳
〔
判
例
解
説
〕
研
修
六
七
二
号
（
二
〇
〇
六
）

二
〇
三
頁
、
橋
爪
隆
「
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
と
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
実
現
に
お
け
る
殺
人
既
遂
の
成
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
二
一
号
（
二
〇
〇
六
）
一
三
四
頁
、
林

幹
人
「
早
過
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
判
例
時
報
一
八
六
九
号
（
二
〇
〇
四
）
二
〇
〇
三
頁
、
日
高
義
博
「
実
行
の
着
手
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
専
修
ロ
ー
ジ
ャ
ー

　
（
二
九
七
六
）



殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
と
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生

 

五
六
五

同
志
社
法
学　

五
九
巻
六
号

ナ
ル
創
刊
号
（
二
〇
〇
六
）
一
二
三
頁
、
平
木
正
洋
〔
判
例
解
説
〕
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
四
号
（
二
〇
〇
五
）
一
三
四
頁
、
福
田
平
『
刑
法
解
釈
学
の
諸
問
題
』（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
七
）
七
八
頁
、
前
田
雅
英
『
最
新
重
要
判
例
二
五
〇
刑
法
〔
六
版
〕』
一
三
頁
、
安
田
拓
人
「
実
行
の
着
手
と
早
す
ぎ
た
結
果
発
生
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

二
九
一
号
（
二
〇
〇
五
）
一
五
七
頁
、
山
口
厚
『
新
判
例
か
ら
見
た
刑
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
）
七
六
頁
、
山
中
敬
一
「
い
わ
ゆ
る
早
す
ぎ
た
構
成
要
件
実
現
と

結
果
の
帰
属
」
板
倉
宏
博
士
古
稀
祝
賀
『
現
代
社
会
型
犯
罪
の
諸
問
題
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
四
）
九
七
頁
。

〔
付
記
〕　

本
稿
の
校
正
段
階
で
、
塩
見
淳
「
早
す
ぎ
た
結
果
の
発
生
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
〔
第
六
版
〕（
二
〇
〇
八
）
一
三
〇
頁
を
得
た
。


